
 

 

 

 

 

 

【コーステーマ】 

 小・中・高等学校の系統性を踏まえた学習内容

を理解するとともに、児童生徒自らが健康課題

を発見し、主体的に課題解決に取り組み、生涯に

わたって心身の健康を保持増進するための資

質・能力を身に付けることができる指導の在り

方 

 

１ 内容構成の改善                  

（１） 現行の学習指導要領を踏まえ以下の３つを

重視し指導にあたらなければならない。 

① 系統性を踏まえた学習内容をよく整理した

うえで単元構成や授業展開を考えること。 

② 児童生徒自らが課題を発見できるような場

面を単元や本時のどこに位置付けるか考え

ること。 

③ 生徒が課題を解決する学習活動を単元や本 

時のどこに位置付けるか考えること。 

 

（２） 体育科、保健体育科改訂の要点 

① 中学校保健体育科において、心の健康や疾

病の予防に関する健康課題の解決に関わる

内容、ストレス対処や心肺蘇生法等の技能

に関する内容等を充実すること。 

② どの発達段階の指導においても、体育と保

健との一層の関連を図った内容等の改善を

図ることが求められる。 

 

２ 保健における内容の系統性          

（１） 体育科、保健体育科における学習の体系化 

【図１】 

①「生涯を通じて自らの健康を適切に管理し改

善していく資質や能力の育成」を目指すため

に、中学校段階では４８時間程度、より科学

的な内容となるよう指導にあたる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１】 

 

（２）内容の系統性 

  どの内容（単元）も単独で存在しているもの

はなく、必ずどこかの内容とつながっている。

そのことを教師が理解し指導にあたっていく

ことが必要になってくる。授業を展開してい

く際には以下のことを大切にすること。 

＜授業づくりのポイント＞ 

① どの内容がどうやってつながってきたの

かを把握すること。 

② 授業ではどこまでを取り扱うのかを吟味

すること。 

 

【図２】 

 

令和７年度 体育・保健体育指導力向上研修報告書 

Ｇ 保健（中学校）コース 

宮古市立宮古西中学校 教諭 小川 健斗 

 



 

【図３】 

 

３ 「主体的・対話的で深い学び」の 実現に向けた授業改善           

（１） 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて 

① 学びの深まりの鍵となるのが「見方・考え方」 

である。以下は小学校学習指導要領解説 P162

にある記載内容である。 

・主体的に学習に取り組めるよう学習の見通しを

立てたり学習したことを振り返ったりして自

身の学びや変容を自覚できる場面をどこに設

定するか。 

・対話によって自分の考えなどを広げたり深めた 

りする場面をどこに設定するか。  

・学びの深まりをつくり出すために、児童が考え 

る場面と教師が教える場面をどのように組み

立てるかといった視点で授業改善を進めるこ

とが求められる。 

 

② 保健の「見方・考え方」 

 

【図４】 

従来の学習指導要領の課題として、「健康課題を

発見し、主体的に課題解決に取り組む学習が必要で

あり、社会の変化に伴う新たな健康課題に対応した

教育が必要」と小学校学習指導要領（平成２９年告

示）解説 体育編 P6に記載されている。授業の際、

一方的な知識の教え込みになってしまっては、健康

課題の解決には向かっていくことは難しい。 

 

③ 保健の課題を解決するための授業 

・「健康課題」を発見できるような学習過程で 

あること。 

・主体的に課題解決に向けて取り組むことが 

できるようにする授業改善に努めること。 

 

④  指導の工夫 

・資質・能力の三つの柱の育成に向けて、「課

題を発見し、合理的な解決に向けた学習過

程を通して」相互に関連させて高めること

が重要である。（中学校学習指導要領（平成

29年告示）解説保健体育編（p11））その具

体例が【図５・６】である。 
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ーツ庁政策課 教科調査官 岩 田 悟氏 資料より 

【図５】 
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【図６】 

 

 

【参考資料１】 

 

【参考資料２】 

 

【参考資料３】 

 

４ 内容のまとまりごとの評価規準の作成手順                  

（１）「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係 

を確認する。 

① 単元とは、各教科等において一定の目標や

主題を中心として組織された有機的な一まと

まりのことである。「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及

び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び 必要な方策等につい

て （答申）平成 28 年 12 月 21 日 中央教育審議会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図７】 

＜指導のポイント＞ 

① 目の前の生徒の実情に応じて工夫していく

こと。 

② １コマ１コマの授業づくりに追われるので

はなく、単元をベースとして授業を構想す

ることや必要な評価場面を精選し、指導や

評価の負担感を防ぐ。 

③ 多様な子供を包摂する手立ても必要であ

る。全ての子供が思考・判断したことを表出

できるようにすることで、判断を確かめ合

ったり、共通点や差異点を分類・整理したり

するなどの学習活動が可能になる→書くこ

とが難しいのであれば、音声やタブレット

等での入力での評価を。その子に応じた表

現の仕方で行う。 

④ 「デジタルかリアルか」、「デジタルか紙か」

といった二項対立に陥らず、「デジタルの力

でリアルな学びを支える」との基本的な考

えに立ち、バランス感覚を持って積極的に

取り組む。（中教審諮問 P２) 



② 保健分野では以下の通りで計画を立てて    

指導にあたることが望ましい。 

 

【図８】 

 

（２） 単元の目標を作成する。 

→学習指導要領解説を参考に設定すること

ができる。すべての語尾は「～することがで

きる（ようにする）」という表記になる。 

（３） 単元の評価規準を作成する。作成の際は、評

価規準が適切かどうかを必ず確認する。 

① 知識・技能において「理解できるようにす

る」ものなのか、「触れるようにする」もの

なのか、「適宜取り上げ」というものなのか

しっかりと整理する。 

② 評価基準に漏れがないか必ずチェックする。 

（４） 指導と評価の計画を作成する。 

  ・技能の習得がある場合の例 

 

【図９】 

（５） 授業を行う。 

 

 

 

（６） 観点ごとに整理する。 

評価のみを単独で捉えるのではなく、「何を

教えるのか」「どのように教えるのか」といっ

た、 指導する内容や指導方法等を関連付け、

評価の進め方を検討することが大切！ 

 

 

【図１０】 

 

５ 学習評価の事例                

（１） 実際に授業を行ううえでのポイント 

○設定した評価規準に照らして、生徒が「おお

むね満足できる」状況（B）に達しているか

を判断し、評価の結果を指導に活用するよう

にする。 

 ○「おおむね満足できる」状況（B）に達してお

らず、「努力を要する」状況（C）と判断され

る生徒への指導の手だて（生徒個人に応じ

た助言や具体例の提示など）を準備したり、

行ったりすることが大切である。  

○「十分満足できる」状況（A）を具体的な姿

としてイメージすることも大切である。 

 

 

 

 



（２） 観点別の学習状況評価における生徒の姿 

 

【図１１】 

 

（３） 実際の記述例 

 【図１２】 

（４）観点別の学習状況の評価 

 

【図１３】 

 

 

 

 

（５） 観点ごとに総括して評価する。 

・評価機会を数値または評価結果の回数をもとに 

総括し、正しく生徒を評価すること。 

 

【図１４】 

 

６ 現代的な健康課題と体育・健康に関する指導            

（１） 現代的な健康課題 

① 性や薬物等に関する情報の入手 

② 栄養摂取の偏りや朝食欠食といった食習慣

の乱れ等に起因する肥満や生活習慣病。 

③ 食物アレルギー等の健康課題。 

④ 東日本大震災や平成 28 年熊本地震をはじ

めとする様々な自然災害の発生や、情報化 

やグローバル化等の社会の変化に伴い、子

供を取り巻く安全に関する環境。 

※上記①～④の課題を乗り越えるために生徒

に以下を育むことを目指す。 

必要な情報を自ら収集し、適切な意思決定

や行動選択を行うことができる力を子供た

ち一人一人に育むこと 

 

（２） 体育・健康に関する指導 

・小学校学習指導要領（平成 29年告示）第 1章 総

則には、以下のように書かれている。 

(3) 学校における体育・健康に関する指導を、

児童の発達の段階を考慮して、学校の教育活動

全体を通じて適切に行うことにより、健康で安

全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目

指した教育の充実に努めること。特に、学校に

おける食育の推進並びに体力の向上に関する

指導、安全に関する指導及び心身の健康の保持

増進に関する指導については、体育科、家庭科



及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳

科、外国語活動及び総合的な学習の時間などに

おいてもそれぞれの特質に応じて適切に行う

よう努めること。また、それらの指導を通して、

家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生

活において適切な体育・健康に関する活動の実

践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある

生活を送るための基礎が培われるよう配慮す

ること。 

 

① 性に関する指導において 

・妊娠や出産が可能となるような成熟が始まると

いう観点から、 受精・妊娠を取り扱うものとし、

妊娠の経過は取り扱わないものとする。 

中学校学習指導要領（平成 29 年告示）より抜粋 

→指導にあたり以下の３つを重視する。 

★発達の段階を踏まえること。 

★学校全体で共通理解を図ること。 

★保護者の理解を得ること。 

 

② がん教育について 

・がん教育の目標 

 

【図１５】 

→各発達段階における内容の取扱いに注意しなが

ら授業で扱うこと。 

 

 

 

・指導にあたっての参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１６】 

・ホームページ 

 

【図１７】 


